
公募型プロポーザル方式に関する公告 

 

 

 公募型プロポーザル方式について、次のとおり公告する。 

 プロポーザルの提出について参加を希望する者は、下記により関係書類を作成のうえ提出さ

れたい。 

 

 令和８年６月１日 

茨城県産業技術イノベーションセンター長  深澤 敏幸 

 

記 

 

１ 業務内容等 

(1) 業務名 

   令和８年度 デジタル技術を活用した生産性向上支援事業 見積作成省力化に関する

AI 技術活用支援等業務委託 

(2) 業務内容 

   委託業務の内容は、別添「令和８年度 デジタル技術を活用した生産性向上支援事業 見

積作成省力化に関する AI 技術活用支援等業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）を参

照すること。 

 (3) 履行期間 

   契約締結の日から令和９年３月 12 日まで 

 

２ 参加者の資格に関する事項 

  当該プロポーザルに参加しようとする者は、以下のすべての要件を満たすこと。 

(1) 生産性向上研究会に入会すること。 

(2) 茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていない者で

あること。 

(3) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者

及び同条第 2 項の規定に基づく茨城県への入札への参加の制限を受けていない者であるこ

と。 

(4) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 条）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法

（平成 11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(5) 当該業務を円滑に遂行するために必要な組織、人員、資金等の経営基盤を有する者であ

ること。 

(6) 茨城県暴力団排除条例（平成 22 年茨城県条例 36 号）第 2 条第 1 号から同条第 3 号まで

に規定する者でないこと。 

(7) 申請事項等に疑義が生じた場合、県が実施する調査に協力すること。 

   

３ 審査方法及び評価項目 



 (1) 審査方法及び結果の通知 

   提出された企画提案書は、審査委員会において下記(2)の評価基準により審査する。採否

については、決定後速やかに通知する。 

   なお、審査は非公開とし、審査結果についての異議申立ては認めない。 

 (2) 企画提案を特定するための評価項目 

   審査は、別紙「令和８年度 デジタル技術を活用した生産性向上支援事業 見積作成省

力化に関する AI 技術活用支援等業務の委託業務の公募に関する説明書」（以下「説明書」

とする）を参照すること。 

   

４ 手続き等に関する事項 

 (1) 担当部局 

茨城県産業技術イノベーションセンター 技術支援部 IT・マテリアル G 

（担当：西本、青木） 

所在地：〒311-3195 茨城県東茨城郡茨城町長岡 3781-1 

電話：029-293-8575  ＦＡＸ：029-293-8029 

電子メール：it_material2@itic.pref.ibaraki.jp 

 (2) 応募に関する説明書の交付 

  ア 交付期間 

令和８年６月１日（月）から令和８年６月 30 日（火）（土曜日、日曜日を除く。）の午

前９時から午後５時まで 

  イ 交付場所 

    〒311-3195  茨城県東茨城郡茨城町長岡 3781-1 

 茨城県産業技術イノベーションセンター 技術支援部 IT・マテリアル G 内 

  ウ 交付方法 

    上記イにおいて直接交付する、又は、茨城県物品役務入札情報サービスシステム、茨

城県産業技術イノベーションセンターホームページからダウンロードすることができる。 

茨城県物品役務入札情報サービスシステム

https://www.pref.ibaraki.jp/kaikei/kaikanri/shidositsu/chodo/denshityotatsu/t

to.html 

茨城県産業技術イノベーションセンターホームページ 

https://www.itic.pref.ibaraki.jp/... 

なお、直接交付を希望する場合は、上記(1)の担当部局に事前に連絡すること。 

(3) 企画提案書の提出期限等 

  ア 提出期限 

令和８年６月 30 日（火）午後５時必着  

  イ 提出先 

    上記(1)担当部局に同じ 

  ウ 提出方法 

    持参、郵送（必着）、又はメールにより提出すること。なお持参する場合は平日午

前９時から午後５時までに持参すること。持参又は郵送（配達記録が残るもの）



に限る。 

 (4) プレゼンテーションの実施 

    プレゼンテーションは実施しない。 

 

５ その他 

(1) 書類の作成に用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

(2) 契約書作成の要否：要  

(3)  企画提案書の作成及び提出に関する費用は、提案者の負担とする。 

(4) 企画提案書の提出後、本県の判断により補足資料の提出を求めることがある。 

(5) 企画提案書に記載した配置予定の技術者は、病床、死亡、退職等きわめて特別な場合を

除き、変更することはできない。 

(6) 企画提案書の提出後契約締結までの期間中に上記２の参加要件を満たさなくなった場

合には、以後手続きの参加資格を失うものとし、次順位の者と手続きを行う。 

(7) 企画提案書に虚偽の記載をした場合は、企画提案書を無効にするとともに、不利益

処分を行うことがある。 

(8) 提案の採用決定後、提案内容をそのまま委託するとは限らず、委託条件・仕様等を含

めて契約段階において若干の修正を行うことがある。また、委託金額については、採用

決定後、見積り合わせにより別途決定する。 


